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 OF THIS MONTH

今月のおすすめ

Instagramであなたが撮影したお気に入りの
「芦屋の風景」を募集しています。
＃ashiyagram2021のタグをつけてinstagram
に投稿ください。
こちらのコーナーで、紹介させていただきます。
※ 採用のご連絡は＠ashiyacity_offi  cialのアカウントから

ダイレクトメッセージをお送りします。

※ 投稿作品はご本人が撮影し、被写体（人物など）に掲載

の許可が得られたものに限ります。

       yui.wphotos_ さん        tty_bouquet.mio さん

芦屋市の推計人口と面積＜令和３年４月１日現在＞ ■総数　94,011人　男42,223人／女51,788人／世帯数42,633　■面積　18.57㎢

■「広報あしや」配布の問い合わせ　芦屋市シルバー人材センター（フリーダイヤル ☎0120-408-812）
　※広報あしやは、集会所等市内公共施設でも配架しています。
■『声の広報』『点字広報』の郵送をご希望される人は、障がい福祉課（☎38-2043）へ

英語・韓国語・中国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・
ベトナム語で広報あしやを読むならカタログポケットで！
English, Korean, Chinese, Thai, Portuguese, Spanish, Indonesian and Vietnamese 
versions are on Catalog Pocket!

「緊急事態宣言」

　　

新型コロナウイルス感染
症対策本部　☎31-2121

▶次の市立施設は利用の制限などをします。

▶市主催のイベント等の開催は原則、延期または中止します。

発令中
新型コロナウイルス感染症

４月25日から兵庫県に３度目の緊急事態宣言が発
令されました。何としてもこれ以上の感染拡大を阻
止するため、人の移動を抑えなければなりません。

緊急事態宣言下であることを認識いただき、自らが
「市民の命を守る」との強い思いで、次の取り組みを
徹底してください。

生活維持に必要な場合を除き、みだり
に居宅等から外出しないでください。

県境を越えた感染拡大地域との往来・
帰省を自粛してください。

時短要請時間外に営業している飲食店
等には出入りしないでください。

催物やイベントへの参加を自粛してく
ださい。

▶市立施設は次を除き原則、閉鎖します。

市立施設と市の主催するイベント等の対応

・芦屋市民センター
・図書館
（本館、打出分室、大原分室）

・上宮川文化センター
・保健福祉センター
・総合公園

・打出教育文化センター

・市役所
・芦屋病院
・消防署

・ラポルテ市民
  サービスコーナー
・保育所（園）

・こども園
・幼稚園
・小中学校

「芦屋市おでかけカレンダー」は、緊急事態宣言が発令されたため内容を変更しています。

※詳細は市ホームページか担当課へお問い合わせください。


